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蒋注合作政権の対 日政策
一 往精衛の 「一面抵抗 ・一面交渉」 と

蒋介石 の 「全面的和平」 との対立

土 屋 光 芳

は じ め に

1932年1月28日 の蒋涯合作政権の成立か ら1938年12月18日 の涯精衛

の重慶脱出までの蒋注合作の前提条件は,別 稿で指摘 したように,涯 と蒋介

石との間で政府の基本政策(す なわち 「安内機外」)が 一致 していることで

あった(1)。この 「安内穰外」は,文 字通りの意味は,国 内統一を優先 し,そ

の後,対 日戦争を実行することであるが,実 際に当面の対 日政策の基本方針

を 「不抵抗」とするものであった。 その上で,蒋 介石が剃共戦に専念 して国

内統一を進める間,江 精衛が対日外交の責任を負 うという'協力体制であった。

しか しながら,対 外的危機を契機に実現 した今回の蒋圧合作は,1925年 か

ら1926年3月 までの1回 目のそれと較べれば,涯 精衛が指導力を発揮で き

る政策領域は,蒋 介石が既に南京の軍,党,政 府を掌握 していたので,も っ

ぱ ら対日政策に限 られていた。一方,蒋 介石にとって蒋注合作のメリットは

対日外交にあり,注 が政府に向けられる国民の批判を引き受けてくれること

にあったといって も過言ではなかった。

蒋涯合作政権が発足 したちょうど同じ日の1月28日 に上海事変が始 まる

が,同 政権は,5月'5日,上 海停戦協定の締結に持ち込むことに成功す る。

'
(213)67



政経論叢 第69巻第2・3号

この時,涯 は自らの対日政策の基本方針を 「一面抵抗 ・一面交渉」と称 して

「抵抗」の必要を明確にした。ただし,こ の 「抵抗」は,全 面戦争に到 らな

い程度に抵抗することを意味 し,1928年5月 の済南事件以来の国民政府の

対 日 「不抵抗政策」とほとんど変わりはな く,停 戦協定締結に持ってい くこ

とが主要な目的であった。またこの停戦協定の締結を,宣 戦(正 式の戦争)

の後の講和ではないか ら最終的な領土の画定にはならないと涯精衛が力説 し

たことも重要である(2)。さらに 「一面抵抗 ・一面交渉」 の方針は1933年5

月3旧 嚇 沽縦 隔 の時にも掲げ猟 ・の齪 によ・て1931年 の満州

事変以降続いていた日中間の軍事衝突に終止符を打つことができた③。

それ以降,1938年 の重慶脱出まで涯はこの 「一面抵抗 ・一面交渉」 を実

御 胡 としたのではないかと考えるカ`深 た してどれだけ実行できたので

あ ろ うか。

1935年6月 以 降,日 本 の現 地 軍 部 が南 進 を再 開 した 時,ほ と ん ど抵 抗 ら

しい抵 抗 も行 なわ れ る ことな く,6月10日,い わ ゆ る梅 津 ・何 磨 欽 協 定 が,

そして同項27日 ・いわゆる土肥原 ・秦徳純協定が相次いで 「締結」された。

これら2っ の協定 「締結」によって,,非武装地帯は,そ れぞれ河北省へ,さ

らに察恰爾省にまでを拡大され,そ れら協定締結の結果,民 族的屈辱感が高

まり,そ の不満は国民政府の対日外交の担当者に向けられた。1935年11月

1日 の国民党6中 全Aで 涯精衛は暗殺者の銃弾に倒れて行政院長を辞任,銃

弾摘出手術のため再び渡欧 した。12月6日,圧 の後任の行政院長 には蒋介

石が就任 し,そ れ以降,前 にもまして蒋介石の指導権が強ま った。霊1936

年12唄,西 安事件が起 き,内 戦(=剃 共戦)の 即時停止 と一致抗 日を要求

する張學良の東北軍によって蒋介石が囚われたが,蒋 介石の解放でこの事件

の幕が下 りた。 これによ?て 「不抵抗政策」はいよいよ継続が困難になって

いった。西安事件の発生を知 って急遽帰国した圧精衛に出番は回ってこなかっ

た。1937年 の7月7日 の盧溝橋事件を境 に日中間の戦闘が始 まり,蒋 圧合
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作の前提条件である 「安内擁外」は後半の 「壌外」に力点が移 っていく。狂

精衛は乳日中戦争の勃発後,確 かに 「抗戦」に協力するが,一 年半余 り後に

重慶を脱出,こ れで蒋涯合作は名実ともに終わりを告げたω。

本稿は,1932年 から1938年 の注精衛の重慶脱出までの二回目の蒋注合作

の時期,国 民政府の対日政策の展開を追いながら,そ の間,圧 が公式に発表

した談話,論 説等を追うことによって蒋狂合作の実態の究明に迫りたいと考

える。とりわけ蒋狂合作の継続の帰趨は蒋 と圧の間で政府の基本政策が一致

するかどうかによると想定 してきたので,1933年 以降,蒋 介石が1935年1

月に新 しい対日外交方針を提出したとき,圧 精衛等がこれにどのような対応

したのかを検討 しながら,蒋 と涯の二人のそれぞれの方針が,い っ,い かな

る点で食い違っていくかに焦点を絞 って考察することにしよう⑤。

第1節 蒋介石の 「全面的和平」の企ての失敗

(1)塘 沽協定後:貴 報の対日融和路線

1933年5月31日 の塘沽協定は,満 州国 と中国との国境を事実上,長 城線

と画定 し,そ の南に非武装地帯を設定 したものである。 この塘沽協定につい

て,蒋 介石 は6月6日 の日記に 「於此停職蒙恥之時,使 吾人臥薪噌謄,而 不

自腹自逸,則 将於建設計書,確 定歩駿,切 實推行,以 期十年之内,可 撤雪此

恥乎」 と記 し,そ の解説は 「もし日本が誠実に遵守すれば,華 北の平和 は保

たれる性質のものであった。 しかし,日 本は,こ のあと,協 定文の一言半句

を我田引水的に曲解 しては,華 北圧迫の道具 としたのである」 と述べて い

る⑥。とはいえ,蒋 介石がこの停戦協定締結によって初あて 「安内壌外」 の

内の 「安内」に専念できるようになったのは確かである(7)。

国 民政府は,塘 沽協定を締結する以前の5月17日,北 平(北 京)に 行政

院政務整理委員会(略 称,政 整会)を 設立 し(公 式には6月17日 設立),そ
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の委員長に蒋介石は知日派の黄郭元外交部長を就 け,か れに日本との直接交

渉に当たらせ る.ことにした(8)。政整会の主な仕事 は,河 北省政府に代わ って

「戦区」(非 武装地帯をさす)の 一般行政,治 安維持等にあたることであった。・

そ して,い わゆる 「戦区の接収」と 「被災民救済」のため,そ れぞれを担当

する部署として 「戦区接収委員会」 と 「戦区救済委員会」が直ちに設けられ

た。 こうして塘沽協定締結後,黄 郭は,国 民政府(行 政院)の 下位機関 とし

ての政整会委員長 として日本軍との直接交渉によって東北問題の処理にあた

り,具 体的に,い わゆる 「三通」(「満州国」との通車,通 郵,通 航)の 再開

を手懸けることになるのである(9)。

1933年7月25日 か ら31日 まで蒋介石の要請で盧山に政府首脳が集 まっ

た。その間の28日 に蒋介石と涯精衛は連名の通電を発 し,そ れ以前の5月

26日 に張家口で察哨爾 ・緩速抗日同盟軍を結成 していた1玉 祥 に対 して,

平和的解決を呼び掛けた⑩。すでに 「叛徒」 として中央軍の討伐を受けつつ

あり,ま た経済封鎖にも苦 しんでいた1,玉樟はこれを受け入れ,8月7日 に

下野 した(1D。

「戦区の接収」が一段落 した後,黄 郭は盧山に行 って蒋介石に状況報告 を

し,8月11日(18日 まで),狂 精衛を含む三人が 「日中合作」の必要で意見

の一致をみた。この席に涯を招いたのが黄郭とされることからも,こ れ以降,

いわゆる対 日融和路線の主役が黄郭だったことが示唆されるであろう(12)。さ

らに,1933年8月16日 には,羅 文幹外交部長に代わって行政院長の涯精衛

が兼務することになったのも重要な意味がある。なぜなら羅文幹は九 ・一八

事変以降,続 いていた日中間の戦闘を,対 日直接交渉によらず,も っぱら国

際連盟に頼 って(つ まり,対 日国際干渉で)解 決をはかろうと試みていたか

らである。 このように蒋涯合作政権の対 日融和路線は,蒋 介石,狂 精衛,黄

郭の三人が協力 して直接交渉によって日中間の具体的な懸案無理をめざず も

のとして開始されたのである。 もちろん,既 に指摘 したように,蒋 介石が日
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本 との直接交渉の役に起用 したのは,涯 精衛ではなく,む しろ黄郭だったこ

とを忘れてはならないであろう㈹。

さて,塘 沽協定後の日中間の直接交渉は,1933年7月3日 か ら5日 まで

の第1次 大連会議,同 年11月7日 から9日 までの北平会議,1934年7月23'

日か ら24日 までの第.2次 大連会議,と3っ の会議で行なわれた。第1次 大

連会議では戦区撤収と戦区親満義勇軍の処理,通 車問題が主要なテーマであっ

た。この次の北平会議 こそが黄郭のイニシアチブで開かれたものである(14)。

政整会委員長の黄郭が進めた対 日直接交渉の特色は,い わゆる 「三通」(「満

州国」 との通車,通 郵,通 航)を 主要な議題 としていたことからも明 らかな

ように,全 面的和平というより局地的な案件の解決に限定されていた点にあっ

たといえよう。 そうはいっても,こ の交渉の結果によって本土 と満州国との

間に事実上の 「国交」が回復され,そ れによって満州国をあたかも 「承認 し

た」かのように受け取 られ,非 難を蒙る可能性が高かったことはいうまで も

ない。

11月7日 に始まった北平会議では,日 本側は岡村寧次関東軍参謀副長等,

中国側は黄郵政整会委員長,何 慮欽軍事分会委員長代理等が出席 して会談 し,

9日 に停戦協定の善後処理の申し合わせがかわされた。そみ結果として,中

国側は,事 実上,長 城線の警備権を奪われただけでな く,戦 区内における関

東軍の駐兵権さえをも認めさせられることになった㈹。

この対日直接交渉において中国側が留意 した基本原則は主に2っ あった。

一つは,黄 郭が蒋介石と圧精衛に宛てた電報(11月9日 付け)に あるよ う

に,中 国側が,日 本軍の駐留地区においても行政的支配権を維持する方針で

会議に臨んでいたことである㈹。実際,中 国側は,関 東軍の示 した交渉案中

の 「北支政権」を最終的に 「華北当局」 に変更させるのに成功 し,政 整会が

中央に属する機関であることを明確にしょうと努力 した。 もう一つは,満 州

問題は一時保留 という方針で日華友好をはかろうとしていた点である(17)。具
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体 的 に,関 東 軍 が 当 初 の 交渉 案 で示 した 「満 州 国 」 の 部 分 を,最 終 的 に 「関

東 軍 所 指 定 諸 機 関」 へ と変 更 させ て,満 州 国不 承 認 の 体 裁 を保 と うと した の

で あ る(18)。

以 上 の2つ の基 本 原 則(行 政 的 支 配 権 の維 持 と満州 国 の 不 承 認)の 下 に,

1934年6月25日,北 平 ・藩 陽 間 の通:車協 定 が 成 立,さ らに,第2次 大 連 会

議 を 経 て,12月14日 に通郵(郵 便)協 定 も締 結 され た(is)。そ の外 に も,国

民 政 府 は同 年7月3日 にい わ ゆ る親 日関 税(繊 維 製 品,半 製 品 の税 率 引下 げ)

を実 施 して お り(20),日 中関 係 は さ らに全 面 的 和 平 に 向 け て動 き始 め た か に見

え た。 他 方,1935年1月26日,黄 郭 は北 平 を去 り,そ の 後,復 職 す る こ と

はな か った。 黄 は ま さ に 「失 敗 す れ ば,日 本 軍 が 戦 闘 に 出 る危 険 と,無 謀 に

動 き過 ぎれ ば,南 京 が 陥 る政 治 的 困 難 と い う二 つ の 脅 威 に曝 さ れ な が ら,こ

の タイ トロ ー プを 首尾 よ く渡 った」 とい え るの で あ り,「 こ の イ ッ シ ュ ー を

で きる か ぎ り引 き伸 ば し,そ れ ゆ え,蒋 介 石 の 政 治 的 な損 失 を最 小 限 に食 い

止 め」,蒋 介 石 が 「安 内 」 に 集 中 す る の を助 け た と コー ブル は指 摘 す るが,

ま さ に至 言 で あ る とい え よ う⑳ 。

⑦ 「敵 か,友 か 」=「 全 面 的 和 平 」 の 企 て

以上のように,日 中関係が好転 していったのは,蒋 介石 に,さ らに大 きな

望み,す なわち全面的和平への意志 があ ったか らではないかと考えられる

(ただし,楊 天石の説のように,日 本軍の矛先を中国か らソ連に向けるため

第2次 日露戦争を起 こす 「謀略」の一つだったかもしれないが)。1935年1

月,外 交部機関誌,『 外交評論』(第3巻)に 掲載された徐道R署 名の論文,

「敵か,友 か」 はこれまでの対 日外交方針の批判に加え,新 しい対 日提案を

行なっていた。すなわち,ま ず日中問題は 「主動完全在 日本 ・當 日本無意緩

和時,中 國無法軍濁緩和」であり,「一面抵抗 ・一面交渉」を 「当局の無策」

を示す ものだと批判 した(22)。次いで日本が率先 して中国に対する認識を改め
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れば,日 本 と直接交渉に入る用意があることを示唆 し,日 本に対する唯一の

条件 は 「噺然婦選東北四省,使 蹄屡於中國的版圖」としたのである⑳。

この論文は蒋介石の意志を示 し,ま さにコーブルも指摘するように,圧 精

衛の 「一面抵抗 ・一面交渉」のように 「局地的で直接的な問題に限定するよ

うな議論 はもう止めることとし」,「全面的和平の可能性をはか りたい」とす

る蒋の対日政策の基本方針を明確にしたことであったといえよう㈹。とすれ

ば,蒋 介石のこの方針は,涯 精衛のいう 「一面抵抗 ・一面交渉」の停止を宣

言するものだったということができるであろう㈲。そうであるとすれば,蒋

介石と涯精衛 との間で対 日政策の基本方針が事実上,分 岐 し出 した ことを読

み取 ることができるのではなかろうか。 もっと以前に遡って考えるならば,

注精衛は,「一面抵抗 ・一面交渉」をかかげた当初,あ るいは蒋介石か ら日

本 との交渉を一任されるものと期待 していたのか もしれない。 しか し,塘 沽

協定締結とそれ以降,蒋 介石は直接交渉役に黄郭を起用 した(26)。そればか り

でな く,今 度 は別人の名を借りてではあれ,一 方的に 「一面抵抗 ・一面交渉」

の棚上げを主張 したとすれば,涯 精衛にとってはある種の背信行為 も同然で

はなかったか。実際,注 派の林植生は徐道鄭の議論を批判 し,日 本が率先 し

て東北四省を返還すべきだと説 くことは非現実的だと指摘 した⑳。 もちろん

日本側 としては国民政府側の意向に応え,1935年1月22日 に広 田外相が日

華親善の議会演説を行なった。

蒋介石は1935年1月30日 には有吉明駐華公使と会談 し,2月1日 には自

ら対 日政策の基本方針を表明 した。蒋は,広 田外相の議会演説を 「吾人認為

亦具誠意,我 國朝野対比富有深切之諒解」と評価 しなが らも,「 惟有以平等

之原則,開 誠相見,乃 得打開疑團,以 遠於光明担蕩之途。中國過去反日之情

感,與 日本封華優越之態度,苦 慮共同改正,方 為敦友之睦隣之道」と述べて,

日華親善の前提は 「平等の原則」であると強調 した(28)。同時に,国 際司法裁

判所の判事に就任する王寵恵が,ハ ーグに発つ際,か れにテの前に渡日させ

(219)73



政経論叢 第69巻第2・3号

て,蒋 介石の基本的立場を日本側に伝え,王 寵恵 は,広 田外相 との会談で,

日中が交渉に入 る際の中国側の次の3っ の条件を示 していた。第1に,日 中

関係は平和的方法で処理する,第2に 国交の調整 は日中両国が平等の立場で

行なう,第3に,両 国は友好親善の目的に基づいて互助互譲をなすべきこと,.

である(29)。

こうして,蒋 介石は,注 精衛の 「一面抵抗 ・一面交渉」ではなく,日 中の

「平等の原則」を前提とする全面的和平をめざして自ら動 きだ したと断定 し

てよいであろう㈹。それらと呼応させて同年2月27日 には,中 央政治会議

では排 日・排 日貨停止案を採決,政 府は排 日運動厳禁を訓命,5月10日 に

は邦交敦睦令を公布 した。

(3)「全面的和平」の破綻へ

蒋介石が対日政策を見直すことになる端緒 と しては,1934年6月8日 ～

13日 の日本公使館員(蔵 本書記生)の 失踪事件 に求 める見方 もある(31)。国

民政府と日本の外務当局の双方はおそ らくこうした接触の機会 を生か し,

1935年2月 か ら5月 にかけて 「全面的和平」をめざす処置(大 使館への昇

格等)を 着々と打ち出していったといえよう。 もしそのまま1順調にいけば,

その気運はさらに高まるはずであった。

しか しなが ら,日 本の現地軍部が,そ れらの動きの阻止を企て,こ の1935

年の中頃には南進を再開した(32)。現地軍部の南進に対 して,涯 精衛は率先 し

て,6月10日,い わゆる梅津 ・何慮欽協定の 「調印」 を決断㈹,次 いで27

日には,い わゆる土肥原 ・秦徳純協定の 「調印」 となった。 このように現地

軍部が中国側に求めた,途 方 も無い要求(華 北から中央軍の撤退)を 中国政

府が受け入れたことによって,蒋 介石の率先 した 「全面的和平」の政策 は蹉

映 し,南 京政府の威信 もまた大いに傷ついたことは否定できないであろう。

そもそも王寵恵が広田外相に示 した 「平和的方法」,「相互の平等」,「互助互
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譲」を前提とする 「全面的和平」は,現 地軍部の絶対に容認できないものだっ

たといえよう。それは,日 本の外務当局が陸海軍 と協議 して同35年10月 に

決定 した広田三原則の内容,す なわち 「排日停止」,「満州国承認」,「共同防

共」に照 らしても明白であろう。

この時,国 民政府内部では対日政策をめ ぐって蒋介石と涯精衛の間で対立

が表面化 しだしたことに注目しよう。8月8日,狂 精衛は行政院長辞職願 い

を提出するが,22日 には復職を通電するという事件が出来 した。 この事件

は 「全面的和平」を企てた新たな対日政策の破綻で蒋介石の威信が傷つき,

これを機に圧精衛が対日外交の指導権を握ろうと試みたものと解することは

できないであろうか。8月29日 にはそれまで対 日直接交渉 の窓口であった

北平政整会 も廃止 された。ところが,ll月1日,国 民党6中 全会が開催 さ

れた時,そ の記念写真撮影中に注精衛 は狙撃され,行 政院長の辞任を余儀な

くされる。不運なことに,こ れによって江精衛は自ら率先 して対日政策を実

行する機会を失 ったばかりか,蒋 介石の着手 した日中間の 「全面的和平」の

企てが失敗 した責任を行政院長辞任によって自ら引き受けることになったと

いえるであろう。涯精衛が狙撃された直後の11月3日,中 国は満を持 して

いたかのように幣制改革を断行 したが,こ のことは,日 本の経済的支配を拒

否する国民政府の明確な意思を示す象徴的な決断でもあったといえよう㈹。

ll月19日 には,蒋 介石が 「対外関係の報告」を発表 し,「 最後の関頭」

では戦 う決意であることを披歴 した(距)。おそらく蒋介石は,こ の時点ですで

に,そ れまでの 「不抵抗政策」から訣別 し,「全面的和平」か 「抗戦」「かの

二者択一を決意 していたものと見てよかろう。翌20日,蒋 介石 は有吉明駐

華大使 と会見 し,広 田三原則に賛意を表 しっっも,華 北問題(現 地軍部の南

進)が 全面的和平を阻んでいると率直に指摘 した(36)。12月6日,蒋 介石 は

狂辞任で空席になっていた行政院長に自ら就任 した。

1936年1月15日,蒋 介石は,学 生の代表たちに対 して 「対日戦 は時間の
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問題 」 と言 明 し,1月22日 に 日本 の議 会 で広 田 三 原 則 が 発 表 さ れ た時,国

民政 府 は それ を き っぱ りと拒 否 した。7月13日,蒋 介 石 は 「最 後 の 関 頭 に

は達 して い な い」 と演 説 した が,こ の演 説 は,故 ロイ ド ・イ ー ス トマ ン も指

摘 した よ うに,既 に 「融 和政 策 そ の もの よ り,む しろ融和 政 策 の 限 度(傍 点

の原文 はイ タ リック)」 に関 心 を 移 して い た こ と を示 す もの と い え よ う(37)。そ

の一 方 で,日 中 交 渉 そ の もの は継 続 され,9月15日,外 交 部 長 に就 任 した

張 群 と川 越 大 使 と の会 談 は11月10日 ま で に 都 合7回 行 な わ れ た が,具 体 的

な成 果 は な か った(38)。蒋 介 石 は,そ の間 に談 話 を(10月29日)発 表 し, .中

日交 渉 は 「必 要 限 度 」 を守 り誠 意 を も って応 対 す るが,「 河 北 省 内 行 政 完 整

之 恢 復,察 北 綬 東 匪禍 之取 締 」 が も っ と も必 要 だ と述 べ た㈹ 。

と ころが,12月12日,西 安 事 件 が起 き,内 戦 停 止 と一 致 抗 日 を説 く東 北

軍 に蒋 介 石 が 拘 束 され たが,25日 に解 放 され,こ の事 件 は決 着 した。 蒋 介 石

解 放 は,ソ 連 の解 放 要 求 を中 国 共 産 党 が受 入 れ た事 実 以 上 に,東 北 軍 の 指 導

者,張 學 良 の 東 北 軍 説 得 の成 果 で もあ り,張 學 良 は これ に よ って蒋 涯 合 作 に

くさ びを打 ち込 む こ とが で きた といえ よ う。 なぜ な ら,張 學 良 はかっ て蒋 狂 合

作 を妨 害 した こ とが あ っただ けで な く,も し 「安 内 擁 外 」 の 内,「 撰 外 」 しか

残 らな くな れ ば全 面 戦 争 が主 た る 目的 とな って 「不 抵 抗 政 策 」 は終 わ り とな

り,し たが って圧 の 説 く 「一 面 抵 抗 ・一 面 交 渉 」 は事 実 上,無 意 味 と な る と

予 想 され るか らであ る。 国 民 政 府 は,'1937年1月22日,日 本 の 対 華 三 原 則

津 明 確 に否 認 し,7月7日 に盧 溝 橋 事変 が勃 発 して 日中 戦 争 の 火 蓋 が 切 って

落 と された。7月29日 には,蒋 介 石 は 「今 後 の政 府 の対 日方 針 」 に お い て,

領 土 と主 権 を 失 わ な い こ とが政 府 の一 貫 した方 針 であ る と し,「 我 國 民 処 此 祖

國 之 存 亡 開 頭,其 必 能 一致 奮 闘 到 底 …」 と訴 え た(40)。8月7日,国 防 会 議 で

「全 面 抗 戦 」 を 決 議(4'),翌8日,蒋 介 石 は 「抗 戦 」 を宣 言 した(42)(た だ し

「宣 戦 」 で はな い ことに注 意 した い)。12月27日 に は 狂 精 衛 と張 群 は辞 職,

1938年1月,国 民 政 府 が改組 され,4月12日 には国 民 参 政 会 が 発 足 した。
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第2節 注精衛の指導権回復の企て

(1)「 一 面 抵 抗 ・一 面 交 渉 」 と 「救 亡 国 存 」

さて,1932年8月 に狂精衛が一時,行 政院長の職を離れたのは,別 稿で

指摘 したように,中 央軍が戦わないかぎり戦わないとした 「無抵抗」の張學

良が蒋涯合作の間に立ちはだか ったか らである㈹。行政院長職を放棄 し渡欧

した涯精衛は,そ の後も,依 然として 「一面抵抗 ・一面交渉」の方針継続を

主張 していた。たとえば,33年1月12日,ジ ュネーヴで,圧 は,「 交渉 と

抵抗を並行 させる方針」 と述べている。この交渉とは,依 然として 「一貫 し

て連盟を信頼 して,そ れに解決を委ねる」 ことであり,他 方,抵 抗とは 「領

土と主権,人 民の生命財産を守るための正当防衛」であると主張 していた㈹。

しかしなが ら,国 際連盟 は結局は中国の期待に応えてはくれなか った。

3月17日 に帰国 した涯は,そ の後,4月28日,「 老話」 と題す る論説 で

「因為不能職,所 以抵抗,因 為不能和,所 以交渉」として 「抵抗 と交渉」 を

並行させると主張す る。「抵抗」は 「宣戦」ほどに自らの力量 を考慮せずに

.できるし,か りに失地 したとしても抵抗 して失地 した方がましであり,将 来

の勝利の糧になると論 じた。他方,「 最低限度」内で交渉すると指摘 し,「在

最低限度以内,我 椚不惜委曲求全,超 乎最低限度,我 椚只有窮死不尋,這 是

交渉之根本的意義」 と述べていた㈹。

塘沽協定以降,圧 精衛は,「安内懐外」の内の 「安内」とは 「建設」 であ

るとして1933年6月5日 に 「救亡圖存」の方針を打ち出 した(46)。7月17日,

行政院で行なった 「以建設求統一」 と題 した演説は,国 内を統一 してか ら建

設するというのではなく,建 設によって統一できると力説 し,建 設 とは 「人

民の生産力の発達」に力を注ぎ 「人民の生命財産を保障 させる」 ことだと主

張 していた㈲。
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7月22日 から31日 までの盧山会議の間に蒋介石 と涯精衛が対 日融和方針

を決めたとする熊宗仁の推定も可能であろう。なぜな ら,7月28日 の涯蒋

連名の通電の一節,「 今 日救國方策,治 本莫急於充實國力,治 標莫急於清除.

共匪,蓋 國力不振,由 於民力不充」から 「抵抗」の文字が消えているか らで

ある㈹。 さらに8月8日 付けの 『中央日報』で狂 は,こ の電報の一節を公表

し,同 時に 「救亡圖存」を掲げて 「国力の充実」 と 「国民の生産力の発達」

が必要だとしていた。 また,対 日政策については,凋 玉祥の抗 日要求を押さ

えてまでも塘沽協定を締結 したのであるが,東 三省 と熱河の簡題 は消滅 して・

いないとして 「砥要有其他的方法,則 決不用兵」 と自説を主張 した(49)。

8月16日 には(50),国民政府外交部長は羅文幹 に代 わって行政院長の圧精

衛が兼務,'22日 には外交部次長として日本留学経験者の唐有壬を就 けて対

日直接交渉に乗 り出していった。 この時,あ るいは 「注精衛とその一派はす

でに南京政府の内政の大権を掌握 し,外 交の大権をも掌握 し…その権力は絶

頂に達 した」ように見えるかもしれない(5')。しかしながら,蒋 介石が対 日交

渉役に選んだのは外交部長の圧精衛ではなく政整会委員長の黄郭だった し,

圧精衛に譲 った 「外交の大権」は形式的なものにすぎなかったといえよう。

江精衛が対 日外交の原則を明確にしたのは,1933年ll月10日,立 法院

においてである。それは 「不承認偽満洲國,不 損害主権為原則」である(52)。

当時,有 吉明駐華 日本公使が河北に発 って日中の直接交渉の噂が流れたとき,

「いわゆる対日交渉がどんな形式で進め られて も」,こ れら2条 件(す なわち

①満州国不承認,② 主権を損わない)に は違反 しないと見栄を切'つた。 この

年のll月20日,福 建人民革命政府の樹立が宣言 されるが,翌 年1月 には鎮

圧 し,政 府の基盤 は更 に固まった。

1934年2月17日 に藤江連名の通電を発 して 「救亡圖存之方策,以 為治標

莫急於i剥除赤匪,治 本真急於生産建設」 と訴えた㈹。 この文面か らは,蒋 介

石が 「劇除赤匪」を,涯 精衛が 「救亡国存」をそれぞれ掲げ,と もに 「安内
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嬢外」の内の 「安内」が優先されていることを読み取ることができよう。そ

の直後の2月19日,涯 精衛は,「生産建設為今後努力的方向」という演説で

次の2点 を強調 している(54)。第1に 鉄道,交 通,電 話の発展であり,第2に

政府の外交の 「軟弱無能」批判 に対 して,「在内政上努力於奮嚢有為,在 外

交上綾能脱離軟弱無能的苦境Jと 反論 した(55)。

このように,確 かに国際連盟 に頼 る 「交渉」の方針か ら日中の直接交渉へ

と方針転換をはか ったのであるが,「抵抗」より 「交渉」 を重視 したとすれ

ば,交 渉は現状をこれ以上悪化 させないための対応に終始するしがなかった。

したがって,大 連会議,北 平会議等の対 日交渉の結果は政府内部に不満を高

めることになったのも無理はない。非難の矛先は,当 然,直 接交渉役の黄郭

に向けられた。例えば,立 法院は4月13日 に秘密会議を開いて,政 府 が引

き続 き日本に妥協することに同意 しないと して,黄 郭の不信任案を決議 し

た㈹。それにもかかわらず,黄 郭が対 日融和路線を推 し進めることができた

のは,4月6日 に南昌の蒋介石を訪ね,さ らに11日 には注精衛を も交えて,

三者会談を行なうことによって,満 州国を承認 しないという 「最低限度」で,

東北 との通車,通 郵,設 関(税 関設置)を 実行する決定を下 していたか らで

ある(57)。また,こ の時の狂精衛が,実 権の有無にかかわらず,黄 郭の対 日直

接交渉を支持 していたことは疑いないであろう(58)。

こうして,1934年6月30日,北 平 と落陽との間の通車協定が成立 した。8

月12日(14日 まで)の 盧山会議では蒋介石,注 精衛,黄 郭その他政府要人

たちが会談 し,通 郵交渉の開始を決め,こ の交渉 は9月29日 に開始,12月

14日 にようやく妥結に漕 ぎ着けた。

以上のように,33年 か ら34年 の間に日中間の懸案が直接交渉によって次々

と解決 し,さ らに蒋介石は一歩進め,す でに指摘 したように,1935年1月,

徐道郊の名を借 りて 「敵か,友 か」を発表 し,日 中間の全面的和平を目指 し

自ら対日外交のイニシアチブを取 る姿勢を明確 に したのである。1935年1
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月30日,南 京で蒋介石と有吉明駐華公使 との会談が実現したが,こ れは対日

直接交渉の主役として黄に代わり蒋が登場 したことを物語るものといえよう。

しかし,蒋 介石が打ち出 した 「全面的和平」の方針は,既 に指摘 したように,'

狂精衛の 「一面抵抗,一 面交渉」とは根本的に相容れないものであった。

それでは,こ れ以降,涯 精衛の主張に,果 たして変化が見られたのであろ

うか。すでに指摘 したように,涯 派の林植生はこの 「全面的和平」方針が日

本軍の東北四省撤退を前提とする点で非現実的であると批判を加えた。また,

同 じ時期に注精衛が公表 した論説,「 救亡圖存の方針」 は急速な解決よりも

長い時間の必要性を訴えていた。たとえば,国 民:革命の目的を中国の 「自由

平等」 とし,今 は長期的な準備を必要 とする臥薪嘗胆の時期であって,「 儲

蓄起來而善於運用,那 歴救亡圖存的目的定然可以遠到;不只救亡圖存而已,

中國之自由平等也由比可以遠到」と結んでいたのである(5!)。

また,2月20日,広 田演説に対する回答を見 ると 「全面的和平」実現の

可能性どころか,日 中関係の悪化を懸念 していた様子が窺われる。たとえば,

「但是不幸中日爾國間,不 僅不能畢親善之實,而 且二十齢年来,爾 國間不断

的蛮生意外的糾紛,更 不幸所焚生的糾紛的厳重性和危険性,愈 来愈大,不 僅

中日爾國間的関係為之益形態劣,即 金世界的空氣,亦 因此感量不安…」 とい

う一節に懸念がよく出ているといえよう㈹。同時に,中 国が近代国家になる

ためには 「統一」と 「建設」が必要なのであるが,そ れには長い時間がかか

ると述べる一方,孫 文が1924年 に神戸で行なった演説の 「大アジア主義」

を援用 しなが ら,広 田演説を日中関係を改善に向ける機会としたいとも論 じ

ていた。

他方,蒋 介石は 「全面的和平」政策を実行に移 し,2月27日 に中央政治

会議が排 日・排 日貨停止案を採決すると同時に,排 日運動厳禁を訓命 した。

3月2日,蒋 介石は外交部長の狂の顔を立てるため2月20日 の涯の対 日方

針に賛成するという電報を発 した(6D。5月10日 には,邦 交敦睦令を公布,5
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月17日,日 華間で公使から昇格 させ,大 使の交換も実現 した。

(2)注 精衛暗殺未遂 と辞職:「全面的和平」失敗の肩代わり

当時,連 合通信社上海支局長であ った松本重治は,「 日本側が,は た して

この中国側の誠意 と決心 に応え得るであろうか」と不安を感 じたと回想 した

が,こ の不安はぴたり的中 した(62)。国民政府の矢継ぎ早の対日融和路線の実

行はかえって日本の現地軍部の南進再開となったのである。既に指摘 したよ

うに,国 民政府は,1935年6月10日,い わゆる梅津 ・何鷹欽協定に,27日,

いわゆる土肥原 ・秦徳純協定にそれぞれ 「調印」するのである。

蒋介石の 「全面的和平」政策への転換の結果はこのような 「無抵抗」 の中

央軍の屈辱的撤退であったので,政 府内部では真っ先 に行政院長兼外交部長

の圧精衛に非難が集中 した㈹。6月19日,国 民党中央政治会議 の席上,狂

精衛は元老の察元培や呉稚暉に釈明を求め られ,干 右仁には 「漢好売国奴」

と罵 られ,遂 に6月30日 には上海の病院に入院,孔 祥煕が行政院長代理 に

ついた(餌)。8月7日 には中央政治会議は外交部に対する不信任案を可決 し,

外交委員会を設置 して対 日外交を一任せよと決議 した㈹。そこで狂精衛は8

月8日 に辞任を通電,さ らに狂に続 いて,陳 公博等の涯派の要人たちも続々

と辞意を表明,蒋 介石の対応に対する注派の不満が一挙に吹き出 し南京政府

は政治的危機に陥 るのである。そこで,蒋 介石は,涯 精衛の年来の要求であ

る,行 政院が政治,外 交,財 政における指導権を持つことを保障することに

よって,こ の危機をひとまず収拾するのである㈹。

とはいえ,こ うした国民政府の対 日融和路線を 「降 日外交」 と非難する,

広東派の中心人物,胡 漢民の鋭い舌鋒は,激 しさの度を増 した(6'.)。こうして,

コーブルが述べるように,「蒋介石の安内懐外政策の失敗 を多 くの中国人に

確信 させた」のである㈹。 もっと正確に言えば,蒋 介石の 「全面的和平」の

方針が実現不可能なことがわか ったということである。そのわけは,日 本軍
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の東北四省か らの撤兵がその方針の前提だったとすれば,日 本の現地軍部に

とって到底受け入れ られる条件ではないか らである。

ll月1日 に国民党6中 全会が開催され,そ の とき注精衛行政院長兼外交

部長は,狙 撃 されて辞任 し,す でに指摘 したように,こ の辞任によって,蒋

介石の 「全面的和平」政策の失敗の責任を事実上,取 らされたも同然となっ

た(69)。

1936年12月 の西安事件が収拾 した後,帰 国 した当初の江精衛の見解 は,

1937年2月 の論説,「 世界の趨勢 と中国にとっての教訓」 に述べ られてい

る㈹。 この論説で圧精衛 は,当 時のヨーロッパ情勢を,集 団安全保障に対す

る幻滅が広がり軍拡競争 に入 ったと判断している。他方,「 中国の最初の 目

標は国際的な平和の条件の下に近代国家を建設することであったが,こ こ数

年の悲 しむべ き出来事は長 くあたためてきた理想に深刻な一撃を与えた。…

その結果,わ が国とわが国民は,民 族存続を第一目的とする慎重なプログラ

ムを,躊 躇 しっっ も採用せざるをえなくなった」 と述べている。それにもか

かわ らず,交 渉では 「通常の外交経路の回復をめざして努力する一方」,抵

抗では 「領土と主権がさらに侵食されないように防衛す ることに努めてきた」

とし,こ の 「一面抵抗 ・一面交渉」の対日方針が過去,現 在,未 来を貫 くも

のだと力説 した。それと同時に,敵 と現実に戦闘行為に入る覚悟 もあると述

べている。 さらに,圧 精衛はこの論文で抵抗の意味を3っ 一 すなわち,第

1に 勝利獲得,第2に 最後まで持ちこたえる,第3に 犠牲を払 う 指摘 し

た。第3の 犠牲 とは 「自殺を意味するのではなく,民 族の誇 りを維持するた

めに活力と資源のすべてを捧 げることである」と述べている。そして 「戦線

における実際の戦闘が一つの抵抗形態であるのとちょう同 じように,着 実で

具体的な努力の一貫 した蓄積 もまた,別 の抵抗形態であることを認識する必

要がある。 さらに,後 者の要素こそが,長 期的な闘争において私たちの力を

維持できるかどうかである。力による長期的な試練に持ちこたえることがで

82(228)



蒋圧合作政権の対日政策

きるならば,最 後の勝利は私たちの許にあろう」と結んでいる。

こうした論説か らは,日 中の武力衝突が避けられないと判断 しながらも,

「一面抵抗 ・一面交渉」の方針を貫 こうとしていた様子 が窺 われるのではな

かろうか。同時に,戦 闘行為に入った際の 「抵抗」の意味を,第1に 勝利獲

得,第2に 最後まで持ちこたえる(持 久戦),第3に 犠牲を払 う,と 明確に

していた点が注目される。

⑧ 「抗戦」支持から 「一面抵抗 ・一面交渉」への回帰

1937年7月7日 に盧溝橋で日中間の武力衝突が起 きた後,圧 精衛は何故

に抗戦に積極的に協力 したにもかかわらず,1年 数 ヵ月後,重 慶 を脱出 し

「和平」を主張することになるのであろうか。狂精衛の主張 と行動 はやはり

「一面抵抗 ・一面交渉」の方針から理解することができるのではなかろうか。

注がすでに 「抵抗」の意味を,勝 利獲得,持 久戦,犠 牲と解 していたことが

分かったので,今 度は 「交渉」の切っ掛けとなる 「抵抗」の限度を,ど のよ

うなものと想定 していたかがポイントとなるだろう。

まず,当 初,抗 戦の目的を民族の団結と存続であると明確にしていた点が

指摘できる。たとえば,蒋 介石の召集 した7月16日 の盧山談話会で,涯 は

「最近盧溝橋事件突爽,危 急情形づ更加厳重,根 本方法,傍 是精誠團結,將

全國的心力物力,鎗 成一片,方 織可以抵抗強暴,自 救危亡」と述べた㈹。

次 に,抗 戦の直後の1937年,抵 抗 とは侵略に抵抗 し犠牲 になることだ と

していた。一例を挙げると,1937年7月29日 の 「最後の関頭」・という演説

である。蒋介石は7月17日 の唐山談話会で 「最後の関頭」 に到達 したと宣

言 したが,注 は 「最後の関頭(忍 耐の限度)」 に説明を加えている。1931年

9月18日 以来,日 本は中国の領土 と主権に対する侵害を着々と進め,日 本

の猛攻撃に直面 して中国は一歩一歩退却していったが,決 して何も為さなかっ

たのではなく,時 間を稼ぎ,こ れによって 「抵抗力」を強化 していたと主張
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する。さらに 「最後の関頭」に至 ったか らには犠牲を覚悟 しよう。その理由

は 「因為我椚是弱國,我 椚是弱國之民,我 椚所謂抵抗,無 他内容,其 内容只

是犠牲」 と断言する。そして 「所謂抵抗,便 是能使整個國家塾個民族,為 抵

抗侵略而犠牲」 と結んでいる㈹。

また,11月12日 の演説では(73),抗戦期間は,平 時の時以上に 「味方 を探

し,民 衆を団結させる」 ことが重要であると説いて,国 際社会において日本

が孤立化 し,他 方の中国の 「抵抗」は世界 の同情を獲得 したと指摘 する

(「將因中國之堅決抵抗,予 侵略者以打撃,而 越使中国得世界之同情」)。さら

に,抗 戦の意義は 「敵を消耗 させる力量」と 「我々の力量を増大させる」こ

とにあり,こ のことが 「抗戦持久的基礎,也 是抗職能得到最後勝利的基礎」

と断言 しているように,既 に持久戦を想定 していることがわかる㈹。

1938年 には抵抗を持久戦であると同時に民族の再建であると特徴づけた。

1938年 半ばの 「焦土政策におけるゲリラ戦」 という論説は,持 久戦を戦

うためのス＼ローガンを 「焦土政策」 と 「ゲ リラ戦」の2っ にまとめている㈹。

それらは 「人民の力に余りに直接に影響するので,適 切 に運用されるとき,

人民の力を増大 させ,有 利に利用することができ,わ が国の長期戦にとって
ア

途方 も無い利点 となる。 もしこれらの手段が悪用され,ま ちがった指導がな
ノ

さ れ れ ば,国 力 の 破 壊 と消耗 を もた ら し,抵 抗 作戦 そ の ものを危機 に陥 れ る」

と説 い て い る。 また,こ の時 期,抵 抗 を民 族 の再 建 と して プ ラス に評 価 して
}

いる。他にも,6月6日,国 民政治会議(漢 口)で の演説,「 民主的支配の

基礎の設定」㈹では,「抵抗運動 と民族再建 とは相互に補完的なものであり,

抵抗がなければ再建 もありえず,再 建がなければ,抵 抗 もありえない」 と主

張する。さらに 「民主政治の原則を実現す るためには,大 衆の力を集中 し大

衆を訓練指導できる強力な中央政府をもつ必要があり,そ の結果,対 外的に

国民は侵略に対 して自己防衛 と独立を保持でき,対 内的には抑圧を一掃 し,

統一を非常に効果的なものにすることがで きる」と述べている。
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抗戦1年 後,中 国の抵抗の意義は,犠 牲,持 久戦によって,日 本の予想 し

た早期勝利を打ち砕いたことだと圧精衛は力説 した。8月8日 の重慶での演

説,「12ヵ 月の抵抗の総括」では次のように述べ る(r)。「…中国は日本の侵

略に対する断固たる抵抗を行なった。最初は上海 と呉漱,次 いで徐州,い ま

現在は武漢である。…これら辛い苦 しみは味わうに値 した。なぜなら,日 本

には攻撃を進める上で予想 もしない高価な犠牲を払わせたのであり,中 国に

対する侵略作戦を遂行する上で当初の計画を大幅に遅 らせることになったか

らである」。 日本は,「当初,戦 わず して,『中国を屈伏させることができる』

と信 じていたが,戦 闘行為が起きたとき,依 然として最小の武力行使で最大

の利益をあげることができるであろうと自信を持 っていた。 これら自信過剰

の計画が予期せぬ執拗な中国の抵抗によって挫折 したとき,日 本は中国を一

撃で倒すために 『速戦即決』の戦争遂行を決めたが,こ の計画もまた蹉跣 し,

日本 は不承不承 に長期戦の戦闘の必然性を理解せざるをえなかった。 日本の

政府 スポークスマンは,毎 日 『勝利』を宣言するけれども,日 本が心の中で

中国作戦から抜 け出すのに非常に苦慮 していることは明白であるが,中 国の

抵抗の結果 として敗北を認めることな しで,そ うすることはできない」 とま

で断言 している。

このように,一 方で,抵 抗が犠牲と持久戦をもたらした点をプラスに評価

しなが らも,1938年 末になると狂精衛ははっきりと抵抗のマイナス面を指

摘するようになる。「犠牲の代償」 と題する論説は,犠 牲が自らを消耗 させ

るという代償をともなうとする観点から,焦 土政策は 「用得其當,則 於抗戦

建國前途,有 所禅益,濫 用則不但無所禅益,且 為抗戦建國前途之害」と論 じ

た。 とりわけ長沙,広 州を,兵 の撤退前に焼いたこと(放 火)を 焦土政策の

濫用の例 として挙げた㈹。

以上の論説を通観 してみると,抗 戦の目的は 「民族生存」であり,「抵抗」

は犠牲によって民族の団結を示 し,日 本を持久戦に追い込んだ点で意義があっ
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た とみ な して い た。 他 方,1938年 末 頃 に な っ て,焦 土 政 策 を 例 に挙 げ て 持

久 戦 の マ イ ナ ス面 を 強 調 す るよ うに な る。 果 た して 持 久 戦 に よ って 最 後 まで

持 ち こた え る 「抵 抗 」 は,勝 利 獲 得 を もた らす こ とに な るの か,こ の 「抵 抗 」

の 限度 が ます ます 見 え な くな って い った とい って よ いの で あ ろ う。 涯 精 衛 が

「近 衛 声 明 」 に呼 応 して 「和 平 交 渉 」 に着 手 す る と い う名 目 で,い わ ば 乾 坤

一 榔
,重 慶 を脱 出 して,そ の 切 っ掛 け を掴 も う と した の は,彼 の 持 論,「 一

面 抵 抗 ・一 面 交 渉」 の 実 践 だ った の で は な か ろ うか。"

結 び

陳公博 は,回 想録の 『苦笑録』で1932年 以降の蒋圧合作 につ いて4つ の

側面一 すなわち,第1に 二人のパーソナ リティーの違い,第2に 政府(軍

事,財 政,外 交)に おける力関係,第3に 国民党における狂派の勢力,第4

に日中関係一 か ら大略次のように分析を加えている㈹。

第1に,涯 は冗舌で感受性が鋭いが,他 方の蒋 は無口で心の奥が知れない

とし,二 人 は,表 面上はお互いに遠慮 しながら,心 のなかでは指導権をめぐっ

て錦を削 っていた。

第2は,政 府における両者の軋礫である。軍事的に蒋介石は注精衛の口出

しを警戒 し,涯 は,圧 派の一人,四 川省の劉文輝が蒋介石の支援を受けた劉

湘に敗北するのを阻止できなかった。財政に関 しては,最 初は宋子文が人事

と政策を専断的かっ極秘裡に進め,次 いで孔祥煕が涯には知 らせずに,予 算

編成,公 債発行,徴 税の増減を臨時の行政院会議にかけて実施 していた。外

交は涯が外交部長を兼任 してか らも,蒋 介石が情報を一手に握 って涯には渡

さなかった。

第3に,中 央党部を構成する秘書処,組 織部,宣 伝部,民 衆訓練部は組織

部長の陳立夫が掌握,圧 や旧改組派が関与するのを妨害 した。
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第4に,日 中関係について,圧 精衛は和平(「主和」)を 追求,蒋 介石は和

戦(「 主和」と 「主戦」)の いずれかのどつちつかずであった。痒精衛は,上

海事変の頃,積 極的な抗戦を主張 していたが,張 學良の不抵抗に憤慨 して職

を放棄 した。 ヨーロッパに滞在中,国 際情勢を検討 して,国 際連盟の無力,

英仏の無関心,ア メリカのモンロー主義,ソ 連への不信を見極めて,日 中間

の平和的解決をめざす決意を固めた。他方,蒋 介石は和平派に対 しては妥協

の方法を説き,主 戦派には戦いを辞さないことを肇謁 した(80)。

結論 として陳公博は 「這位涯先生在南京,軍 事財政不遇問,外 交倣了蒋先

生的護身箭蝶子。…涯先生又低首下心的,差 不多攣了蒋先生的幕僚了」 と評

している(81)。このように陳公博は蒋介石が蒋狂合作の指導権を一貫 して握っ

ていたと断言 した。もちろん圧が最初から全 く無力だったというのではなく,

涯派は陳公博等の旧改組派を後盾 とし,政 府では特に外交部を牙城 としてい

たといえるようである。たとえば,揚 玉清は,外 交部 に編訳室を設 け,改 組

派に参加 したものや日本か ら帰国した留学生たちを登用 して優遇 し,彼 らを

前後 して主に欧米の大使館等に派遣 したと述べている(82)。

さて,本 稿で明 らかになったことはこうである。1932年 から1938年 まで

の蒋圧合作において,ま ず蒋介石が,日 本との直接交渉役 として知 日派の黄

郭を指名 して1933年5月31日 に塘沽協定を締結 して以降,対 日直接交渉は

狂精衛でなく貴報に任せるようにした点である。 さらに,1934年12月 の論

文,「 敵か,友 か」において,蒋 介石は日中間の 「全面的和平」 の提案 を行

なうが,こ れは,現 地の個別的対応に力点を置いた黄郭と涯の 「一面抵抗 ・

一面交渉」を否定する姿勢 を明確にしたものであった。 この時点で蒋涯間に

おいて対日政策の基本方針が分岐 しだしたと見ることができる。 しか レなが

ら,蒋 介石の 「全面的和平」の企ては中国への東北四省返還を前提条件 とし

ていた点で,当 時の日本側が受け入れる可能性の低い非現実的なものだった

のであり,実 際 現地軍部の南進再開によって挫折 した。おそらくこれを機
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に涯精衛は対 日外交り指導権を蒋介石の手から取 り戻 し,よ り現実的な方針

である 「一面抵抗 ・一面交渉」に戻すチャンスと考えて,行 政院長辞任を通

電 したのではなかろうか。 こうして圧は蒋介石の譲歩 と支持を再確認 して行

政院長に復帰するが,1935年11月1日 の国民党6中 全会で銃弾に倒れて行

政院長を辞任 した。逆説的であるが,こ れによって蒋介石の 「全面的和平」

の試みが失敗 した責任を蒋に代わって負 うことになったのである。

西安事件以降,国 共合作再開の準備が整い,同 時に蒋注合作の力点は 「安

内懐外」の 「安内」か ら 「嬢外」へと移っていた。1937年7月7日 に日中

戦争が始 まり,そ の後,狂 精衛 は一年以上も抗戦 に積極的に協力 し蒋涯合作

を継続 させたにもかかわらず,1938年 末に何故に突然停止 したのであろう

か。そのわけは,お そ らく 「日中戦争」が,両 国の宣戦布告による正式の戦

争への突入ではなく,局 地的戦闘である 「事変」 として始まったという点に,

理解の鍵があるのではなかろうか。注精衛は,当 初 は 「抗戦」を支持 し 「抵

抗」によって民族の犠牲と団結を証明したと評価 したのであるが,抗 戦が長

期化 し持久戦になるにつれて,そ のマイナス面の焦土政策に批判的になって

いった。そのため,狂 精衛は,重 慶を脱出して 「交渉」の切っ掛けをつかみ,

「抵抗」に終止符を打 って停戦協定締結 に持 っていこうという,一 か八かの

決断を下 したといえるのではなかろうか。狂 のこの決断の背景にはやはり

「一面抵抗 ・一面交渉」 があったと考え るべ きであ り,お そ らく蒋介石に

「安内」に戻 るように要求 したものでもあったと解することができよう。

《注》

(互)拙 稿 「藤 江合作政権の対 日政策:不 抵抗政策か ら 『一面抵抗 ・一面交渉」へ」

明治大学 「政経論叢』62巻 第1号,1993年11月,123-160ペ ージ,「涯精衛 の

「差 し違 え電報」 をめ ぐって:「一 面抵 抗 ・一面 交渉」 の試練」明治大学 『政経

論叢』第62巻 第2・3号,1994年1月,89-122ペ ージ参照。

(2)な お,こ の方針 は 「老話」(「中央 日報』1933年4月28日)で も再説 されて
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いる(注(45)参 照)。 もっと も,政 府 が協定 を締結 で きない 「最 低限度」 は,な

るほど朱宝琴(「 試析杁九 ・一八到八 ・一三前后 的圧精エ」 『南 京大学学報(哲

学 ・人文 ・社会科学)』1988年 第3期,1988年7月,124-132ペ ー ジ)が 指摘

するよ うに,「 日本 の侵略者が徐 々に迫 って くるに したが って不 断に変 化 した」

とす るのは確 かであろ うが,そ れだか らとい って 「一面 抵抗,一 面 交渉」 の主

張 が 「媚 日妥協 の代名詞 に過 ぎない」(126ペ ー ジ)と 断 定す るのは早計 であ

ろう。

(3)1932年8月 に張學良 の対 日不抵抗 を批判 して行政 院長 の職 を放 り出 して渡

欧 した注精衛 であ ったが,帰 国後,一 貫 して対 日 「融和政策」を示 したの も,

陳公博 の 『苦笑録』 によれば,ヨ ー ロッパで中国を取 り巻 く国際情勢を分析 し

熟慮 した結果,引 き出 した結論 であ った とい うの も興味深 い事実であ る(注 瑞

燗 ・李鍔 ・趙令揚編注 『苦笑録』 香港大 学亜洲研究中心1979年,332ペ ージ)。

また,行 政院長 に復帰 した後,事 後承諾 させ られたのが塘沽協定であ った とも

陳は言 ってい る(同 上,246ペ ー ジ)。黄 仁宇 『從大歴史的角度讃蒋 介石 日記』

(時報 出版,1994年)の 記述,「 傍経蒋 介石通過注精衛,孫 科,羅 文 幹,王 世

悉接受」(133ペ ー ジ)と も符合 す る。 もち ろん,交 渉担 当者 の黄 郭 は中央 の

責 任者 の蒋介 石 と狂精 衛の二 人 と終始連絡を取 って いたわ けで(沈 亦雲 『亦雷

同憶』伝記文学 出版社,1980年2版,478ペ ージ),涯 精衛が3月17日 に帰国

した この時点 で蒋介 石に既 に戦 う意志が ない以上,江 に残 され た選択肢 は,行

政院長辞 任か,停 戦 協定承 認かの二者択一 しか なか ったとい うのが,お そ らく

正確な表現 といえよ う。

(4)な お,注 の重慶脱 出の舞台裏の経緯につ いては,彼 の ブレーンの一 人であった

高宗武の手記 を中心 に,他 の関係者 の回想等を参 考に しなが ら,筆 者 は,既 に

検討を加えたことがある。拙稿 「圧精衛 と 「和平 運動」 一高宗 武 の視 点 か ら」

明治大学 『政経論叢』第57巻 第1・2号,1988年8月,181-209ペ ージ。

(5)今 日の通説 は,た とえば,石 島紀之 「中国 の対外関係 と経済 建設 」(野 沢豊

編 「中国の幣制改革 と国際関係』東京大学 出版会,1981年 所収。23-53ペ ージ)

のように,こ の時期 の国民党内部 に 「対立す る2つ の路線 と派閥」 を想定 し,

その路線(と 派閥)の 一つが,末 子文,孔 様態,孫 科等 を中心 とす る 「英米 と

の経済提携路線」で あり,も う一方が注精衛 と黄郭 を中心 とする 「対 日妥協路

線」で あると し,他 方,蒋 介石 は両者 のバ ランスの うえに享 って,両 者 を巧 み

に利用 して権力独裁化 を推 し進 めたとい うものであろ う。 なお,注 精衛等 のい

わゆる 「親 日派」 に対す る石島 の評価 は,「英米提携路線 の よ うな 明確 な階級

的基盤 を もたず,実 力者=蒋 介石 の支持 によ っては じめて政権に参与 しえた,

いわば古 いタイプの政治家集団であ った」 というものである(48ペ ージ)。 しか
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しなが ら,圧 精衛が 「古いタイプの親 日政治家」(53ペ ージ)と 断定す るな らば;

何故 に 「蒋 注合作政権」 と言 う必要があるのであろうか。 当 時の中 国政 治 の傑

出 した観察者 の波多野乾一 『現代支那 の政治 と人物』(改 造 社,1937年)に よ

れば,注 精衛 は,旧 改組派の陳公 博を実業部長,顧 孟余 を鉄道部 長 と して入閣

させ,か れ らを率 いて 「中央 に盤耀 して自派の勢 力を培 い,一 挙 に して南 京政

府を乗取ろ うとする策謀が」 あ った と見 ていた(6-8ペ ー ジ)。 もう一 つの注 目

すべ き説 は,Sun,Youli,ChinaandtheOriginsofthePacificWar,1931-1941,

NewYork:St.Martin'sPres:,1993で 提示 された ものであ り,従 来 の通説 を

「中国人の国際政治 に対す る認識 と計算を排除 して いた」 と批判 し,注 精衛 を

含 め中国人 が 日本 と諸列 強 との戦 争を不可避 と考えて いた点を考 慮 して,「 融

和政策」appeasementと いうより も,「漸進政策」gradualismと 呼 ぶ方 が よ

いと主張 した(p.X)。 この漸進政策 の特徴 は,① 中 国 に は 今 は戦 う能 力 が

無 く戦 えば敗北 す ると信 じ,② 政 治的統一 と経 済的近 代化 が対 日戦 争の必 要条

件 とみな し,③ 国際情勢 が時期 的に中国に不利 であ る,と す る。 ソンは,注 精

衛 を 「悲観 的な漸進主義者」 と呼 び,他 方,蒋 介石 は 「悲観主義者 ではな く,

融和 政策 を3～5年 間だけの政 策 と見ていた」 とす る(pp.42-43)。 台湾 で は,

ご く最近,抗 戦以前 の蒋涯合作 の意義 をよ り積極 的に評価 す る説 が現 われた。

許育銘 『圧兆銘與國民政府』(台 北,國 史館,1999年)は,そ の結論(393-400

ペー ジ)で ,蒋 注合作の意義 を次 の4点 に要約 している。①蒋介石 が剃共戦 に

専念で きるよ うに政府に おいて後盾 の役割 を担 った,② 抗戦 の準備 に4年 間の

貴重 な時間 を稼 いだ,③ 蒋狂合作 は国民党 の団結 の象徴 とな った,④ 国難会議

以降,知 識人 の協力 が得 られた こと,で ある。

(6)『 蒋介石秘録』第10巻,サ ンケイ新聞社,1976年,139-40ペ ー ジ(中 央 日

報訳第9冊,115ペ ージ)。島 田俊彦 も,こ の協定 によ って 「日本軍:は河 北省

の東北隅 に有力 な地歩を」築 き,「関東軍 の華北分治合作工作」 の開 始 とな っ

た とみ る(『太平洋戦争への道」3巻,朝 日新聞社,1962年,50ペ ージ)。

(7)同 『秘録』14ペ ージ(中 央 日報訳,115ぺ .一ジ)。

(8)前 掲,波 多野乾一 『現代支那の政治 と人物』 は黄郭 を 「蒋介石の最後の切 り

札」 と表現 した(35ペ ー ジ)。李雲漢 『抗戦前華北政局 史料 』(伝 記文 学 出版

社,1981年)は 沈亦雲 「黄郭與政整会」 と して小見 出 しを付 けて読 みや す く

して いる(41-74ペ ージ)。なお,黄 郭 は,蒋 介石 の辛亥 革命 以 来の知 己 であ

り義兄弟の関係を結んで いた こともあ って,政 整会委員長を引 き受 けたのであ

るが,「 勿専為表面激働之 詞,使 後世之軍閲電文者,疑 愛國者為 弟,惧 國者 為

兄也」(前 掲 『亦雲回憶』,492ペ ー ジ)と 苦衷を蒋 介石に訴えていた。

(9)も っとも,中 央政府か ら半 ば独立 して いた華北の地方軍を撤退 させ ることは
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文官 の黄郭 の手に余 る仕事 であ った し,そ の交渉結果 によってかれが国民か ら

受 けた ものは,行 政 院長の圧精衛 とひっ くるめて 「買国奴」の汚名にす ぎになっ

た(沈 雲 龍 『民國史事典人物論叢』伝記 文学出版社,198]年,368ペ ー ジ)。

た とえば,隠 棲 して いた元立法院長の胡 漢民は 「南京外交的絶路」(『三民主義

月刊』 第5巻 第4期)で 「徳満是偲偲,是 日本的嚢中物,當 局者主張親 日降 口,

亦 希望 自己是 日本的{鬼偲,是 日本的嚢中物」 と決め付 けた(『南京的対 日外交』

広 州民智 書局,1935年,159-60ペ ージ)。

(10)郭 廷 以編 『中華民国史事 日誌』 第三冊,中 央研究院近代史研究所,1984年,

288ペ ー ジ。李 雲漢 「鵬玉樟察省抗 日事件始末」(前 掲,李 雲漢編291-313ペ ー

ジ所収),305ペ ー ジ。『薦玉 祥 日記IV』(江 蘇古籍出版社,1992年)の7月28

日の記述 には 「但是,我 伯遠反蒋 介石的不抵抗的命令,我 伯 已成他伯 目中的叛

徒,我 伯 真是4t心 」 とあ る(130ペ ージ)。

(11)属 玉樟 の抗 日同盟 軍 は,世 論の支持を受 け,旧 部下だ けで な く,共 産党員 を

も含 んで6万 余の大 軍を擁 す るまで にな ったが,シ ェ リダ ン(J,E.Sheridan,

Cん勿θsθWarlord:TheCareerofFengy初 一んsfαη&StanfordUniversityPress,

1966)の 研究に よれば,凋 玉樟 はこれ ら 「軍隊の構成者 の,ば らば らで根本 的

に独立 した部 隊 とは真の紐帯を持 って いなか った」ので 「引退が最善」だ った

のであ る(pp.272-273)。

(12)沈 雲 鶴 『黄 膚 白先生年譜長編』聯経出版社,602ペ ージ。前掲,郭 廷 以編,

291ペ ー ジ。臼井勝美 「日中戦争の起 一193c年 」(臼 井勝 美 『日中外 交史

研 究一 昭和初期』吉川弘文館,1998年 所収,ll2ペ ージ)は 日本側 の史料 を用

いて,黄 郭は鷹山に8月6日 か ら12日 間滞在 し,「毎 日1,2回 蒋 と会見 し」,

さらに黄 の提案でll日 に注精衛が呼ばれて 「孫文の遺訓 に言 及 し極 力 日中合

作の必 要を説 き,涯 ・蒋 は同意 し」 たとみて いる(113ペ ージ)。

(13)し たが って,外 交情報 は蒋 介石が独 占 して いた,と いう陳公博の回想 も首肯

で きる(前 掲,『 苦笑録』328ペ ージ)。 また,陳 公博 によれば,羅 文 幹 を更迭

したの は,羅 が,国 際連盟を 「世界的國會,一 般中國人都那様想」 と考 えて,

外交方 針な ど考え ようとも しなか ったか らであ るとい う(同,328ペ ージ)。

(14)前 掲,『 黄肩白先生年譜長編』,637-660ペ ージ参照。

(15)前 掲,島 田俊彦,56-7ペ ージ,な お,島 田 によれ ば,こ の会 議 にお け る日

本 側の交渉主 体 はもっぱ ら関東軍で あって,外 務省 は主導権 を保持 できなか っ

た(52ペ ー ジ)。当然の ことで あろうが,関 東軍 の主要 な目的 は,非 武装 地帯

におけ る影響 力の確保 にあ ったので ある(前 掲,臼 井勝美,116ペ ー ジ)。

(16)前 掲,『 黄磨臼先生年譜長編』,659ペ ージ。

(17)同 上,638-9,657-8ペ ージ。

(237).91



政経論叢 第69巻 第2・3号

(18)1934年4月18日,涯 精衛,須 磨総領事への表明(前 掲,『 中華 民 國史 事 日

誌』 第三冊361ペ ージ)。他方,当 時の 日本で は,対 日融和 の動 きを中国 側 の

「偽装」 ない し 「一時的 カムフラージ」 という評価 して いたよ うである(前 掲,

波多野乾一,140一]ペ ージ)。 なお,2000年5月19日 に慶応大学 で開催 された

第45回 東方学者会議 シンポ ジウム1に お ける 楊天石(中 国社会科学院近代史

研究所)の 報告 「盧溝橋事変前蒋介石的対 日謀略一 以蒋氏 日記為 中心所作 的

考察」 によれ ば,中 国第二梢案館蔵 の1934年 分 の蒋介石 日記 か ら蒋 介石 が次

の ような 「謀 略」 を考え ていたという興味深 い指摘 がなされてい る。蒋介 石は

ソ連 を 「最後,最 大之敵」(1934年3月7日)と みな し,第2次 日露 戦争 を不

可避 と考 えて,「 日本 た参戦 を迫 られるのを避 け るために,蒋 介石 は 日本 に対

す る了解 と軟化 を実 行 し,こ れによ って日本 とロシアの衝突 を推 し進めた」(7

ペー ジ)とい うものである。 つま り日本軍 の攻撃 の矛先 を中国 か らソ連 に 向け

たいとい うのが対 日融和 の真意 だとい うのである。 本学の三 宅正樹 教授 か ら,

この報告 の ご教示 を受けた。 この頃,陳 立夫 は 日中が戦争 になれば ソ連 が得を

するだけだか ら日本に 「北進」を説得 せよ と注 に進言 した(『 成敗 之鑑:陳 立

夫回憶録』正 中書 局,1994年,189-90ペ ー ジ)。

(19)沈 雲龍 「從 撤郵 到通郵」(前 掲,李 雲漢 『抗戦 前華北 政局史料」,74-131ペ ー

ジ。 また,前 掲,島 田俊彦,61-9ペ ー ジも参 照。

(20)前 掲,「 中華 民国史事 日誌 』第三 冊,379ペ ー ジ。

(21)ParksM,Coble,Facingノ@α η'ChinesePoliticsandノ の αη9sθImperialism,

1931-1937,CouncilonEastAsianStudies,HarvardUniversity,1991,p.174。

(22)中 国国民党中央委員会 党史委員会編 『中華民國重要史料初緒編一封 日抗戦時

期緒 編国 』,編 者出版,1981年,614ペ ージ。

(23)同 上,636ペ ージ。

(24)ParksM,Coble,op.cit.,p.184.

(25)従 来の通説 は,前 掲,島 田俊彦が 「蒋の 『安内 ・穰外』注 の 『一面抵抗 ・一

面交渉』 という対 日方針 を,こ の際 いよいよ推進 しよ うとい うこと」(72ペ ー

ジ)に あ ると述べ るように,蒋 と注の 「合作」 の亀裂 には注意 しない ものであ

る。 また,前 掲,許 育銘 も,「対外安定是 『救亡圖存』 的必要 條件,対 日親善

並非是謀短期的退譲,而 是長期的安定,国 家建設才有持績 的成長,中 国始有力

量面謝世界大戦 的到臨」 が圧精衛 の一貫 した主張 だ としている ことか らも,蒋

介石 との亀裂 を見 ていない(320ペ ー ジ)

(26)前 掲 『苦笑録」 では,陳 公博等 は内政部長 の黄紹肱を推薦 していた。247ぺ ニ

ジ。

(27)林 相生 「封 目的両條路線 讃徐道郡 「中 日関係的検討 」書 後」(『外交評論』
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第2巻 第2号1935年3月)で は,「 須知道,抵 抗與交 渉,似 乎 相反,實 則相成,

有抵抗,然 後有交渉,抵 抗愈 得力,交 渉 愈有希 望,至 於 抵抗 之後,内 無後縫,

外無臭援,追 而交渉,誰 也知 道是 出於不 得已的」(81ペ ー ジ)と,「 一面抵抗 ・

一面交渉」の意義 を改 めて主 張 した。

(28)『 中央週報』348号,1935年2月4日,上 海 『新 聞報』1935年2月7日 。 ま

た,2月16日 の日本人記者(朝 日)と の談話 で も,蒋 介 石 は 「中 日提携,首

當以道義為 出登点Jと 明確 化 した(天 津 『大 公報』2月17日)。

(29)ParksM.Coble,op.cit.,p.190。 松本重治 『上海 時代』(上),中 公新書,272-

9ペ ー ジ。

(30)同 上 『上海時代』(上)で 松 本 は 「蒋 の 『安 内壌 外』 の 『撰外 』 も,注 の

『一面抵抗 ・一面交 渉』 の 『一面 抵抗』 も,き れいに抹殺 されて しまって いた」

(287ペ ー ジ)と 中国 側の変化を的確に掴みその原因を 「中国経 済 が悪化 」 し

た ことに求 めていたが,蒋 圧合作敢権の対 日政策の指導権が蒋 介石 にあったこ

とを軽視 していた印象 を受 け る。

(31)ParksM.Coble,op.cit.,pp.174-18.

(32)古 屋哲夫 「日中戦争』(岩 波新書,1985年)は,塘 沽協定以降,日 本 の 現地

軍部 が取 った中国侵 略の方 式を 「現地解決」 と名付け,「 現地解決 」 とは,撤

兵,処 罰,謝 罪,保 障 とい う 「四種の要求を現地交渉 によって,中 国 の現地機

関 に承認 させ る」 ことを意味 し,「「現地 解決』がで きな ければ,『 不 拡 大』.の

方 もまた実現 しない,と いう構造を もつ」 と述べ,盧 溝橋事件後の戦線拡大 へ

の不可避 を暗示 してい る(9-10ペ ージ)。

(33)中 央=圧 精衛 は孔 祥煕宛1935年6月10日 の電報で2師 団撤退を 「忍痛承諾」

と認 めている(『 民国梢案』1989年 第2期,1989年5月,27ペ ージ)。 もっと

も梅津 ・何慮欽協定 が正式な ものか否かの議論 は,何 慮欽を含 む台湾側 はそれ

を否定 し,大 陸側は肯定す るというように,ま だ決着がつ いて いないとい って

よいよ うであ る(謝 国興 「所謂"何 梅"†亦定 一兼恰"安 内懐外"」 「抗 日戦 争研

究』1993年 第3期(総 第9期),1993年9月,57-74ペ ー ジ)。 日本 で も,前

掲,臼 井勝美 は,口 頭 による受諾で あって 「『協定』 とよぶ 内容 と形 式 を備 え

ていない ことは 明 らかで ある」(150ペ ージ)と 断定す る。 いず れに して も,

「纒此協定,中 日問題和平解決之門遂閉」 とす る,梁 敬錬 『日本侵略華北史述』

(伝記 文学 出版社,1984年,57ペ ージ)の 指摘 は適切で ある。

(34)前 掲,野 沢豊 編 『中国の幣制改革 と国際関係』 によれ ば,幣 制改革 は 「中国

内での国民政 府の統 一化の動 きと,そ れ を不可避 とみ た英米帝国主義国 の国民

政府を通 じた中国の コン トロール,こ の両者の結合点で生みだ され た政治 的作

品に外 な らなか った」 とす る(8ペ ージ)。
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(35)「 和 平 未 到 完 全 絶 望 時 期,決 不 放 棄 和 平;犠 牲 未 到最 後 關 頭,亦 決 不 輕 言 犠

牲 」 と あ る(『 蒋 総 統 集 』 第1冊,国 防院 出版 部,1968年 三 版,921ペ ー ジ)。

(36)松 本 重 治 『上 海 時代 』(中)中 公 新 書,1974年,99-101ペ ー ジ。
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1927-1937,Cambridge,Mass.;HarvardUniversityPress,1974,p.263.
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Decade,1927-1937,inEastmanandothers,TheA瞬 ゴoπα`Zs`ErainChina,

1927「1949Cambridge;CambridgeUniversityPress,1991)は,蒋 介 石 を し

て 日本 に対 して 強 い 姿勢 を取 らせ た背 景 と して,1936年 秋 に い わ ゆ る 両 広 事

件(広 東 と広 西)に 勝利 して 中央 統一 が加 速 した こ と,蒋 介 石 の 立 場 が 支 配 的

な反 日感 情 と軌 を 一 に仕 出 した か の よ うな新 しい 民族 感 情 が 生 まれ て きた こ と,

そ して前 年 の 幣 制 改 革の 成 功 で長 い 間 の 経 済 不 況 を 脱 しつ つ あ っ た こ と の3点

を あ げ る(pp.45-46)。

(39)『 中央 週 報』440号,1936年11月9日 。

(40)上 海 『新 聞 報」 との イ ン タ ビ ュー(1937年7月30日)。

(41)呉 相 湘 「第 二 次 中 日戦 争 史 」 上,綜 合 出 版 社,台 北,1973年,383ペ ー ジ。

(42)蒋 介 石 「告 抗 戦 全 盟將 士 」,前 掲 『蒋 総 統 集 』,968-9ペ ー ジ。

(43)前 掲,拙 稿 「注 精 衛 の 『刺 し違 え電 報 』 を め ぐ って:「 一 面 抵 抗 ・一 面 交 渉 』

の試 練 」参 照 。

(44)「 中 央 日報 』1933年1月14日 。

(45)『 中 央 日報 』1933年4月28日 。

(46)「 充 實 國 力 為 救 亡 之根 本辮 法 」 『中 央 党 務 月 刊 』 第59期,1933年6月,1655

ペ ー ジ。 劉 維 開 「從 九一 八 到 七 七:國 難 期 間 磨 饗 圖 存 問 題 之 研 究 』(国 史 館,

1995年)は,国 民 党 党 史 委 員 会 蔵 の資 料 か ら,「 救 亡 圖 存 」 め主 張 が 注 精 衛 独

自の ア イ デ ア に発 す る こ とを 明 らか に した(185ペ ー ジ)。 ま た,前 掲,許 育

銘,24ペ ー ジ参 照 。

(47)『 中 央 日報 』1933年7月18日 。 ま た,8月7日,江 精 衛 「充 實 国力 民 力以 救
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は7月28日 の蒋 注 連 名 通 電 で 「一 面 抵 抗 ・一 面 交 渉 」 を放 棄 し た と見 て い る

(152ペ ー ジ)。

(49)『 中央 日報 』1933年8月8日 。WangChing-wei`SomeObservationsand

thePresentSituation',Tん θPeople':Tribune,Vo1.5,No.2,pp.49-56,Aug.16,
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(50)狂 精衛の外交部長就 任の 日付8月16日 は;前 掲,郭 廷以編,292ペ ージ。

(51)察 徳金 『注精エ坪佳 』四川人民出版社,1981年,217ペ ー ジ。

(52)上 海 『新聞報』1933年11月11日 。 なお,8月28日 にお け る行政 院 での報

告 は 「自救 自存」を説 くにとどまって いた(「 注兆銘談外交方針」「一週間國 内

外大事述評」『国聞週報』10巻35期,1933年9月4日,2ペ ージ)。

(53)上 海 『新聞報』1934年2月17日 。

(54)『 中央 日報』1934年2月20日 。

(55)な お,3月2日 に は,薄 儀が満州国皇帝 に即位 したことに関す る談話 と して
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於偲偲國態度,始 終如一,決 不因偲儲之形式 而稻 有変 更 …」 と非 難 して いた

(上海 『新聞報』1934年3月2日)が,こ れ は国民政府 の公式 の立場 である。

(56)天 津 『大公報』1934年4月19日 。黄郭 もまた,4月16日,蒋 介石 と注精衛

に休暇を願 い出て いる(張 同新 『藤 江合作的 国民 政府』 黒龍 江人 民 出版社,

1988年,298ペ ージ)。

(57)前 掲,郭 廷以編358-360ペ ージ。

(58)た とえば,4月14日,注 精衛,南 京で通車問題 のイ ンタ ビュー(上 海 『新

聞報 』1934年4月i5日)。6月2日 の圧精衛 の談話 には,「 我 封 目外交,侃 本

初衷,並 無愛更,即 通車通郵,在 不損主権原則下,一 旦成為事實,亦 無所謂愛

重」(上 海 『新聞報』1934年6月3日)と ある。

(59)「 救亡圖存之方針」『東方雑誌」32巻1号,1935年1月2日,5-llペ ー ジ。

(60)「 願以誠意解決中 日糾紛」『大公報』 と上海 『新聞報」1935年2月21日 。

(61)天 津 『大公報』1935年3月3日 。前掲,察 徳金,218ペ ー ジ。

(62)前 掲,松 本重治 『上海時代』(上),286ペ ージ。

(63)前 掲,許 背鰭 は,蒋 注合作が崩れ は じめ る転機 と して,特 に,注 精衛 が 「緊

急の措置」 と して何鷹欽の意見 を入れて,蒋 介石 の許可 を求 める以前 に日本軍

の要求を受1オ入れ る決定 を独断 で下 して梅津 ・何磨欽協定 とな った点 を重視 し

て いるよ うであ る(335ペ ージ)。 その証拠 は注(33)の 「何 権助 定前 夕圧 縮]7

致孔祥煕密電一件」『民国梢案』1989年 第2期(総 第16期)で ある。

(64)前 掲,弦 同新,365ペ ージ。

(65)前 掲,松 本重治(中),28ペ ージ。

(66)コ ーブル は 「このよ うにこの政治危機 は始 まったのと同 じくらい,す みやか

に終息 し,一 見 したところ注精衛が勝利者 で あ るかに見 え た。 涯 は蒋介 石 を

『煙 し出 して』,蒋 を して涯 と政府の外交政策 に対 する支持を公然 と示 させた。…

政府 にお ける注 精衛 の地位 が強 化 され たか に見 えた」(ParksM.Coble,op.

cit.,p.223)と 評 している。張 同新 は 「中 日1司的政治,綬 済合 作 由狂主 持,行
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政 院 的 政 治,外 交 事 項 不必 都 提交 中 政 会 村 槍,中 央財 政 慶 由 行 故 院 独 立 主 持 」

と ま とめ,こ の政 変 を 「反 被 狂 的"挟 日制 蒋 之 策"逼 得 后 退 」 と表 現 し注 の 勝

利 とみ る(同 上,367-368ペ ー ジ)。 ま た,16日 の盧 山 会議 で,蒋 介 石 を 含 む
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狂 的維 持 」 と説 得 し 「圧 が復 職 しな れ ば 帰 任 しな い」 と主 張 した(前 掲,許 育

銘,348ペ ー ジ)。

(67)蒋 介 石 に幽 閉 され,満 州 事 変 後 の解 放 され た元 立 法 院長 の胡 漢民 は 『三 民 主

義 月 刊 』 で一 貫 して南 京 政 府 批 判 を展 開 した。 この雑 誌 に掲 載 され た胡 漢 民 の

評 論 は注(9)の 「南 京 的対 日外 交 』 に集 め られ て い る。

(68)ParksM,Coble,op.cit.,p.225.
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れ ま で 「国 家 の 抵 抗 力 を 強 化 して きた 」 と 「対 日態 度 」 を 明 確 に し(『 中 央 日

報 』1937年5月4日),5月24日 の 「救 亡 圖 存 」 は三 民 主 義 に よ る と して い た

(『中 央 日報』1937年5月25日)。

(71)「 中 央 時事 周 報 』 第6巻 第27期,1937年7月16日,35ペ ー ジ。 な お,こ の

演 説 で は 同 時 に 国 民 大 会 の 開催 と 憲 法 草案 の 採 択 に 向 けて 支持 を 訴 え て い る。

(72)『 中 央 時事 周 報』 第6巻 第30期,1937年8月7日,34-35ペ ー ジ。

(73)「 尋 求 與 國與 團 結 民 衆」 「國 聞 週 報 」'第14巻 第45期,1937年11月12日,27

-29ペ ー ジ
。

(74)11月18日 に は 「念様 纏 能 持 久 」 と い う タイ トル の講 演を金 陵 放送 局 で行 な っ

た。 『國 聞週 報 』 第14巻 第45期(1937年11月29日),19-20ペ ー ジ所 収。

(75)'GuerillaWarfareontheScorchedEarth',丁 加People'sT励 πηθ,Vol.2],

Nos.5-6,June,1938,p,212.
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Sep.1938,pp.199-203)に お いて 「我々の主要 な課題 は今 日,中 国国民党 臨時

全国代 表大会宣言[1938年4月1日]で 概要が述べ られ た,自 治 と自衛 と いう

積極的 プログラムにある」(p.200)と して,抵 抗 と三民主義 の共存 の 必要 を説
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る 「抗戦建国」を説 いた(「再論民生主義的経濟制度」 『政論 旬刊』 第1巻24
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(78)『 政論』第1巻 第30期,1938年11月25日,1-2ペ ー ジ。 この2期 前 に書か

れた 「最近外交方針」 と題 する論文で は,当 時 の注 の国際認識 が わか る(『 政

論』第1巻 第28期,1-3ペ ー ジ。38年ll月5日)。 第1に,連 盟 に対 して は,

対 日制裁 が効 かな くて も,宣 伝 の効果 がある。第2に,対 英米仏 ソに対 しては,

日本 の東亜支配 を望 まない点 で英米仏 と利害一致 し,さ らに ソ連 とも利 害が一

致す るよ うに努力 す る。第3に 独伊 に対 して,1月18日 以 降(ト ラウ トマ ン

調停失敗 の直後),一 変 し,改 善 が困難 にな った とす る。

(79)前 掲,注 瑞燗 ・李鍔 ・趙 令揚編 注,327-330ペ ー ジと332-339ペ ー ジ。なお,

陳公博 は蒋注 合作 が3回,す なわち,第1回 目が1925～26年 まで,2回 目が

1927年 後半 の頃,3回 目が1932年 以 降の蒋 涯合 作政権,と してい たが,本 稿

では,蒋 注 の二人 が政権 の要職 についていた時期に限定 し,陳 公博の言 う1回

目と3回 目を,そ れぞれ1回 目と2回 目とす る(同,326ペ ージ)。

(80)李 赦 「蒋 介石研 究(三 集)』(北 京,華 文出版社,1988年)は,1933年 当時,

馬相 伯,章 太炎,沈 信卿等が蒋 介石を,「 陽示抵 抗以息人言,陰 作 妥協 以 受敵

餌」 と評 した と して いる(248ペ ージ)。

(81)前 掲,注 瑞燗 ・李鍔 ・趙令揚編注,338ペ ージ。なお,戦 前 の中国 国民 党研

究の代表であ る,波 多野乾一 『中国国民党史』(大 東出版社,1943年)は,蒋

介石の強 さの原因を7つ 挙 げて いた。①党中央委員会 の勢力,② 政府部 内での

強 さ,③ 金城湯池の軍事委員会,④ 元老派の支持,⑤ 直系 の将領袖 と軍隊,⑥

漸江財閥,⑦CC団 と藤衣社 のフ ァシス ト団体=特 務組織 である(459-60ペ ー

ジ)。圧精衛が頼 ることにで きたの は,国 民党の古参党員 と して威 信 と改 組派

組織で あろ うが,他 の元老 たちは蒋介石支持 にまわ り,党 組織 の実権 は,改 組

派 と組んだ 「民主化運動」が失敗 した後,蒋 介石 を指導者 とするCC団 と藍衣
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社 にますます押 さえ られ ていった。

(82)賛 美真 『伯廷幽影 景』中国文史 出版社,1991年,373-374ペ ージ。
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